
令和8年度 中小企業のための支援制度説明会

2026年4月23日（木曜日）

おおさかスマートエネルギーセンター
（大阪府環境農林水産部脱炭素・エネルギー政策課内）



省エネ・再エネのご相談に対して、効果的な対策手法の紹介やアドバイス、補助金等
の支援制度の紹介

③省エネ・省CO2に関する事業

②再生可能エネルギーに関する事業

大阪府市共同で設置する「おおさかスマートエネルギーセンター」では、
省エネの推進や再エネの普及拡大を目指し、相談対応、脱炭素化、
（省エネ＋再エネ）の取組を積極的に展開

太陽光発電や小水力発電などの再生可能エネルギーの普及や、下水熱・地中熱等
の未利用エネルギーの活用を推進

省エネ診断やエネルギーマネジメントシステム（ＥＭＳ）の推進、省エネセミナーの
開催など、省エネを推進する事業を展開

①省エネ・再エネ等に関するワンストップ相談窓口
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おおさかスマートエネルギーセンター

おおさかスマート 検索

https://www.pref.osaka.lg.jp/o120020/eneseisaku/sec/index.html

【お問合せ先】 電話 06-6210-9254（直通） FAX 06-6210-9259

E-mail eneseisaku-01@gbox.pref.osaka.lg.jp

https://www.pref.osaka.lg.jp/o120020/eneseisaku/sec/index.html
mailto:eneseisaku-01@gbox.pref.osaka.lg.jp


■おおさかスマートエネルギーセンターHPでは、大阪府の脱炭素関連情報のほか、
国や市町村の補助金情報を掲載しています。
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省エネ・再エネ関連補助金



１．目的
中小事業者における経営の脱炭素化と電気料金の削減による経営力強化を後押しするため、
事業者におけるエネルギー消費割合の多い空調機の高効率化に対する支援を行います。

２．事業概要

中小事業者が高効率空調機を導入するための設備費及び工事関連費の一部を補助します。

（１）補助対象者
■府内に所在する工場・事業場において既存の空調機を高効率空調機へ更新する中小事業者
（中小企業者、医療・社会福祉・学校法人、個人事業主等）

■脱炭素経営宣言を行った事業者（リースを活用する場合も申請可能）

（２）補助対象経費
■高効率空調機の購入に要する費用
（運転リモコン(集中管理用含む)、防振架台、落下防止部品などの付帯設備含む）

■工事関連費（補助事業の実施に不可欠な設計、工事、既存の空調機の撤去・処分に要する費用)

※導入する設備はグリーン購入法の適合品であること。

（３）補助金額
■補助率：１／２以内

■補助上限額：500 万円（１法人あたり） 下限額：20 万円

省エネ関連補助金
令和８年度中小事業者高効率空調機導入支援事業補助金①

R8予算：22億円

中小事業者が府内で運営する工場・事業場で空調機を高効率化する取組に対して補助
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３．補助事業実施期間
■補助事業（発注・契約・工事）は、本補助金の交付決定以降に実施してください。
■実績報告書の提出期限（公募要領を参照）に間に合うように補助事業を完了してください。

４．応募方法
応募書類（公募要領を参照）を令和８年４月13日から６月30日(当日消印有効)
までに追跡が可能な方法（特定記録郵便、簡易書留又はレターパックライト等）で送付してください。

【注意事項】
※持参での受付には対応いたしませんので、ご了承ください。

５．応募書類（申請書）の提出先
〒530-0004
大阪市北区堂島浜２丁目２-２８ 堂島アクシスビル７階
令和８年度大阪府高効率空調機補助金事務処理センター
（東武トップツアーズ株式会社 大阪法人事業部内）

６．選定方法
（１）選定の考え方：補助要件を満たしたものについて、予算の範囲内で先着順とします。

ただし、公募期間中に補助金交付申請額の総額が予算額に達した場合は、
途中で公募受付を終了することがあります。

（２）選定結果：交付決定については、書面にて郵送で通知します。

★詳しくはこちらのホームページをご覧ください。➡

省エネ関連補助金
令和８年度中小事業者高効率空調機導入支援事業補助金②
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大阪府気候変動対策の推進に関する条例
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中小事業者の意欲向上を図り、効果的な削減対策を促すため、

特定事業者以外の中小事業者も任意の届出ができるよう

府条例を改定（令和５年４月から施行）

対策計画書に基づき省エネ・再エネ設備の導入等を行う中小事業者に
設備費用の一部補助を実施（令和5年度～）

省エネ・再エネ関連補助金

令和8年度中小事業者の脱炭素化に係る自主的取組支援事業
予算：2千万円

〇 令和8年度は制度を見直しの上で実施。
詳細は、おおさかスマートエネルギーセンターのHPを参照。

事業名：中小事業者の脱炭素化に係る自主的取組支援事業
（旧事業名：中小事業者の対策計画書に基づく省エネ・再エネ設備の導入支援事業）

令和8年度中小事業者の脱炭素化に係る自主的取組支援補助金／大阪府（おおさかふ）ホームページ
[Osaka Prefectural Government]

〇 申請には脱炭素経営宣言及び対策計画書の任意届出が必要

https://www.pref.osaka.lg.jp/o120020/chikyukankyo/ondankaboushi_jourei/ondanka_todokede.html
https://pref-osaka.cms8341.jp/cms8341/o120020/eneseisaku/sec/plan2_subsidy.html?mode=preview


４ 省エネ・再エネ関連補助金（留意事項/全般）
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補助金申請にあたっては以下にご留意ください。

【留意事項】
■書類に欠落（不足）がある場合、受理されない場合があります。
■補助事業（発注・契約・工事）は、本補助金の交付決定以降に実施してください。
■実績報告書の提出期限（公募要領を参照）に間に合うように補助事業を完了してください。

【参考】
１．書類欠落と判断される事例（不受理）
■応募書類が不足している。

例：非営利法人のため納税証明書を不要と判断し、添付していなかった。
更新予定の設備の写真が全く添付されていなかった。
見積書が１社分しか添付されていなかった。
賃貸物件にも関わらず、建物所有者の承諾を得ていなかった。 など

■脱炭素経営宣言を行っていない。
例：宣言したと勘違いしていた。メールの送付先を勘違いていた。 など

２．書類不備と判断される事例（受理後、是正依頼）
■補助金交付申請額が税込価格であるなど、金額に誤りがある。
■CO2削減量等の算定に明らかな誤りがある。
■納税証明書が全ての税目について記載されていない。 など



（参考）ゼロエミッション車（ZEV）の導入支援
◆大阪府では「2050年カーボンニュートラル」の実現をめざして、運輸部門でのCO2排出削減に取り組んでおり、

EV・FCトラック等の導入を支援することで、物流の脱炭素化を促進し、府域全域での脱炭素まちづくりの取組を

促進します。

🚘 対象者 : EV・FCトラック等を導入する事業者 ＜業種は問いません！＞
（※ただし、国の補助申請（商用車等の電動化促進事業（トラック））を行った者に限る。）

🚘 申請受付期間：令和８年度当初から受付開始予定

図 EVトラック

©2014 大阪府もずやん

🚘 補助台数：250台（EVトラック等245台、②FC小型トラック５台）
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🚘 お問合せ先： 大阪府 脱炭素・エネルギー政策課 脱炭素モビリティグループ
電話番号：06-6210-9586 メール ：datsutanene-01@gbox.pref.osaka.lg.jp

🚘 対象経費：EV・FCトラック等の車両本体費（同クラスのガソリン・ディーゼル車との差額分）
充電設備本体費（EVトラック等を導入する場合に限る）

🚘 補助額：国補助額（車両：ディーゼル車等との差額の2/3、充電設備：1/2）の1/4以内

🚘 補助上限：EVトラック2,000千円/台（充電設備導入費を含む）
FC小型トラック6,500千円/台

図 車両補助イメージ

国補助金
府

補助金
事業者負担※

(1/2) (1/8) (3/8)

※市町村補助の活用可

図 充電設備補助イメージ

図 FCトラック
＜EVトラック＞


